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はじめに

　いよいよ「特別の教科」としての「道徳科」が，

学校の道徳教育の中核に据えられた教育課程の

編成が求められ，使用する教科書検定も終わ

り，平成30年度から小学校で，その次の年度

から中学校で，正式実施されることとなった。

しかし，その成立の根拠，教科としての指導内

容と指導方法，そしてその評価方法について

は，多くの疑問点を残したままの実施である。

実施する以上は，少しでも子供たちに益となる

ようなものにするために，どのような方策や工

夫が必要か，ここでは「中学校」の場合を中心

に，以下に論じておこう。

１　「道徳の時間」から「特別の教科 道徳
　（道徳科）へ

（１）「道徳の時間」特設までとその教科化ま
　　での道徳教育の要約
　第二次世界大戦が終了して，それまでの道徳

教育の中核にあった「修身科」が昭和20年12

月31日のＧＨＱ（ 高司令官総司令部）の第

四の指令「修身，日本歴史及び地理停止」によ

り廃止され，その代わりが示されなかったため

に，道徳教育はある意味で空白状態となった。

そういう状況の中で，教育課程全体で，社会科

で，または生活指導で，道徳教育を行うことが

当時の学校関係者の通念であった。とくに「生

活指導」の関係者は，日常の生活で発生する道

徳上の問題に対して，この種の指導で道徳教育

を行うことが望ましいと主張していた。

　しかし，保護者や一般世論としては，そのよ

うな非系統的な道徳教育では不十分であるとの

声が高まり，昭和30年の「社会科」の前倒し

的一部改訂による，問題解決的学習から系統的

な学習への転換も影響して，「道徳教育」を正

面から扱う教科の必要が，教育界よりも一般社

会の方から強く求められた。その結果，「教科」

では「修身科」復活のイメージが強いので，「道

徳の時間」として週1時間特設し，それに代え

るものとしたのが，昭和33年の学習指導要領

の全面改訂であった。道徳教育は「学校の教育

活動全体で行うとともに，道徳の時間はそれを

補充・深化・統合する『要』となるもの」とい

う位置づけであった。この時点で，学習指導要

領にはこの「時間」に教えるべき「徳目」が示

され，それに活用できる「指導資料」も発行さ

れた。そのため，当初は，「修身科」復活を懸

念する日教組などに属する教員による激しい抵

抗に会い，その「時間」の使い方が，学校現場

では教員の裁量に任されていたこともあって，

それまで「生活指導」中心に行われていた道徳

教育は，あまり大きな変化を見せなかった。

　ところが，昭和41年に中央教育審議会 （以

下，中教審と略称）が「後期中等教育の拡充整

備について｣の答申を出した際，同時に，答申

の別記として，青年に愛国心や順法精神の育成

を説く「期待される人間像」という短い文書を

公表した。当時はこれが，戦後道徳教育の，後

学校における今後の道徳教育の在り方
－道徳の時間の教科化をめぐって－
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期中等教育への拡大を生むものとして大きな話

題となった。なぜなら，そこには，「個人として」

5項目，「家庭人として」4項目，「社会人として」

4項目，「国民として」3項目の合計16項目の徳

目にあたる内容項目が列挙されていたため，そ

れまでの「生活指導」を通しての，「日常生活

における道徳的実践態度」に関わる問題解決的

な学習から，その後の道徳教育はこの種の徳目

に示された価値の実現に向けたものに，明確に

転換させる契機となったからである。具体的に

は，当時の文部省・地方教育委員会作成の指導

資料などが，この種の徳目に応じて編集され，

その中の逸話やエピソード，伝記，その他のお

話が，ほとんど一つの徳目に一つの話として授

業で取り扱われるよう配慮されていた。これに

よって，「道徳の授業」が行いやすくなったの

である。

　ところが，これがかえって道徳の授業の形骸

化・形式化と，徳目へ強引に子供を誘導する「徳

目主義」的授業として批判を浴びることとなっ

た。他方で，昭和40年代の「教育内容の現代化」

により「落ちこぼれ」問題が生じ，その方向に

対して「知識偏重」との批判が高まり，もっと

子供の人間性全体に配慮すべきだ，との「ゆと

りと充実」教育への転換が求められ，その結果，

昭和52年以降の「道徳の時間」は多様性が増し，

例えばハーバード大学の心理学者コールバーグ

の「葛藤理論」を基礎にした，子供たちにも判

断を下す上で価値の葛藤を味あわせる授業や，

学校外の保護者や社会人から具体的な場面での

対処の仕方を学習させる授業とか，あるいは体

験的な活動を含めたものなど，実際にさまざま

な授業を工夫する動きも広がっていった。しか

し，この時間の実際の扱いについては，学級担

任の教員の自由裁量に任されていたため，地域

によっては，一切「道徳の時間」の趣旨に合っ

た授業をせず，子供たちの活動や行事などで，

生活経験を通して，よりよい人間関係をつくれ

ばよいと考える教員も多かった。

　そんな中で，昭和60年代後半から平成にか

けて「いじめ」や「校内暴力」などが目立つよ

うになり，もっと「心の内面的な世界」に関わ

る道徳教育が必要ではないか，との声が強まっ

た。また平成10年の改訂では，完全週五日制

の実施や国旗・国家問題が起こり，国家意識の

向上も道徳教育等に求められた。そこで文部省

は，平成14年に著名な臨床心理学者の河合隼

雄氏に依頼して，道徳の授業の副読本として

小・中学校用の「こころのノート」を作成し，

全児童・生徒に配布した。ユング心理学に基づ

く道徳性の形成を図るものだったが，かえって

教員によるマインド・コントロールを生み出す

危険があるとの指摘もあった。また，コミュニ

ケーション能力の低下が問題となり，ここ10

年ほどは，社会的技能（social skills 社交的マ

ナー）の習得をめざす授業などが盛んとなって，

「道徳の時間」の実施率も，文部科学省の公式

のデータなので実態は割り引くとしても，平成

24年では99％であり（1），決して「道徳の時間」

の授業が「未履修」の状態（2）だという批判は当

たらなくなっているのに，それにもかかわら

ず，「教科化」によりその実施率を高めたいと

の動きが高まったのである。

　以上が，「道徳の時間」の授業の要約的な変

遷である。

（２）「道徳の時間」中心の道徳教育への批判・
　　問題点
　そもそも，なぜ「道徳の時間」では駄目で，「道

徳科」という教科でなければならないのか。こ

の点について，これまでの問題点として挙げら

れて，批判されていたことを示してみよう。教

科化論者とその関係者は次のように言ってい

る。（3）

　第一は，「道徳の時間」が教科でなかったこ

とにより，現場の教員によって軽く扱われ，時

と所によっては，その時間が守られず，その時

間に別の活動をしている，という「未履修」問

題を生んでいた，との批判がある。これには，

「教科」であれば教員に重く受け止められ，

しっかりその時間を守り，道徳教育の授業をす
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るはずだ，という見込みないし期待が前提され

ている。果たしてそうだろうか。実際，今まで

「教科」にした学校がなかったために，比較し

てこれを実証するデータはない。しかし，それ

でも「道徳の時間」の授業が実施されていなかっ

たという事態は，形式上は，過去10年ほどの

間に急速に改善されている。（4）

　また第二に，「道徳の時間」の授業が，資料

のただの読み取りに終わっていて，「実践的態

度の育成」という本来の目的から程遠い，との

批判も強かった。この点については，「指導資料」

が使用される授業が多いので，国語の文学作品

の読み取りに似てしまい，そのような傾向が生

まれても仕方がなかった，と言ってよい。この

点については，「指導資料」が「教科書」に変

わり，議論させる教材になったとしても，やは

り21項目の「徳目」が個々の教材に対応して

いるとすれば，再びこの種の批判を受ける可能

性がある。

　第三に， 近目立つ「いじめ」の防止などに

ほとんど効果が出ていない，という指摘であ

る。これはどちらかと言えば，学校の外からの

政治家や一般人からの声が多く，道徳教育，と

くに「道徳の時間」が役立っていないのは問題

だというのである。一見，一般の人には分かり

やすく，道徳教育を強化するためには「時間」

を「教科」にするぐらい重視する方針を示さな

いと，従来のままでは何も変わらないから，「教

科」にせよというのである。

　以上のような「道徳教育」批判について，こ

れをどう受け止めたらよいのだろうか。もちろ

ん，道徳教育の効果が認められないというのは

深刻な状況であり，これまで何のために学校で

「道徳の時間」を「要」とする道徳教育を進め

てきたのか，これは深く吟味しなければならな

い。しかし，生徒指導や学級経営とは異なり，

「いじめ」の防止に特化して道徳教育を行って

きたわけではないので，「いじめ」が無くなら

ないからといって，道徳教育だけがなぜ問題に

されるのだろうか。

　多くの道徳教育批判論者の意見にも関わら

ず，戦後日本人の道徳意識は低下したと言える

のだろうか。筆者らから見れば，東北大震災の

際，日本人の倫理意識・道徳規範の高さが世界

的に評価されたが，その大部分は戦後生まれの

人の言動であり，そう考えれば，それは，一部

日本人古来のものが含まれているとはいえ，戦

後日本の教育の成果でもあると言ってよい。す

べてを日本人古来の規範意識の高さに帰するこ

とはできないはずだからである。

（３）「いじめ」対策重視による次期学習指導
　　要領の前倒しとしての平成27年度実施の
　　問題
　政府は，学校における「いじめ」が社会的に

問題になったのを受けて，平成25年に「いじ

め防止対策推進法」を立法化した。もちろん，法

律が出来たからといって，即いじめがなくなる

とは誰も思わないが，何らかの効果を上げると

考えて立法化したはずである。ところが，それ

から4年たってもいじめの件数は高止まりで（5），

また一向に立法化の正式な成果の公表がなく，

一体何のための立法化だったのかと思う。実際，

いじめはもはや子供たちだけの問題ではなく，

大人の世界では様々の「ハラスメント」として，

とくに産業界では「右肩上がり」で増えている

ものである。（6）

　結局，あの法律は，保守的政治家の掛け声で，

当時の滋賀県大津市のいじめ問題に対する市の

教育委員会の不手際を利用して，地方教育委員
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会の機能を弱め，首長の権限を強化して，「教

育の政治的中立性」を奪い，公教育に政治家が

干渉しやすくするための便法に過ぎなかったと

言われても仕方がない。

　それなのに，またその後の「いじめ」問題で

「道徳教育」の強化の必要性を強調し，上述の

「いじめ」対策の法制化とともに，「道徳の時間」

の「教科化」を声高に求めたのが，平成25年2

月の教育再生実行会議の第１次提言であった。

実は，第1次安倍内閣のときの教育再生会議も，

道徳教育強化の声を挙げ，「徳育科」という教

科にすべきだとの提言をしたことがあったが，

そのときは中教審で慎重論が強かったため，「教

科化」は実現しなかった。その時の筆者らの意

見は，実施率で「道徳の時間」が軽視されてい

ると解したとしても，だからといってそれが

「教科にする第一次的理由」にはならない，「教

科」にするには，そうした方が教育効果が上が

る，というデータがなければならない，それが

ない以上，現行を前提にして，まずは実施率を

上げる方策をもっと考えるべきである，という

ものだった。そのため，今回はその種のデータ

がないにもかかわらず，教育再生実行会議が，

「今回こそは」という力の入れようであったこ

と，また現在の中教審の委員には教育再生実行

会議の意向に沿う人が多いため，強い反対もな

く承認されたことなどによって，「教科化」が

実現することとなった。ただし，その中身につ

いては，種々の議論があり，「一定の規範の押

し付けではなく」「考え，議論する」教科とす

る方向が採られた。しかし，果たして，それで

効果があると言えるのだろうか。

　「道徳の時間」の扱いについては，「いじめ」

問題に絡めて早期に「教科化」を実現したいと

の政権側の政治的意図が働き，「外国語活動」

の見直しとともに，平成26年10月の中教審答

申により，学習指導要領の全面改訂を待たず，

平成27年3月に一部改訂が行われ，平成27年

度から「道徳の時間」を「特別の教科」として

「道徳科」に改変し，前倒しで実施することと

なった。安倍政権としては二度目の「教科化」

への方策であり，急ぎ実現したかったものであ

ろう。しかし，「教科」としては「検定教科書」

を使用することが必要となるが，検定の手続き

上，平成30年度からの使用となるので，それ

までは移行措置的に平成26年度から使用の「私

たちの道徳」という副教材で代用することと

なっている。この資料はまだ必ずしも「考え，

議論する」ためのものとなっているとは言えな

いが，その方向に変えるために工夫はされてい

る。

　前倒しをしたからといって，それなりの成果

が挙がっているのかといえば，正式には成果が

挙がっているというデータは示されていない。

この前倒しの意図は，かなり政治的なもので，

現在の政権が早く実施したかったというだけの

ことである。現に，次期学習指導要領の「道徳

科」の内容は，ほぼ完全に現在の移行措置のも

のと同じであり，違うのは教科書だけであると

言ってよい。

　そこで，あえて現在の「道徳科」について触

れることはやめ，次の学習指導要領について，

やや詳しく見ておこう。その際，まだ小学校と

中学校の学習指導要領しか公示されていないの

で，本学の場合に関係のある中学校のものを分

析することとしたい。

２　次期学習指導要領における中学校
　「特別の教科 道徳」の基本的性格の分析

（１）目標：「第1章総則の第1の2の（2）に示

す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きる

ための基盤となる道徳性を養うため，道徳的

価値についての理解を基に，自己を見つめ，

物事を広い視野から多面的・多角的に考え，

人間としての行き方についての考えを深める

学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践

意欲と態度を育てる。」

　ここで言われている「総則の第1の2の（2）」

にある「道徳教育の目標」というのは，次のよ
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うなものである。

　 「道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に

定められた教育の根本精神に基づき，自己

の生き方を考え，主体的な判断の下に行動

し，自立した人間として他者と共によりよ

く生きるための基盤となる道徳性を養うこ

とを目標とすること。」

　この目標を実現するための留意点が，この目

標記述の前後に書かれている。それも挙げてお

こう。「目標記述」の前には，芸術教育なども

含む「豊かな心」という，やや広い観点から道

徳教育の位置を見て，

　 「道徳教育や体験活動，多様な表現や鑑賞の

活動等を通して，豊かな心や創造性の涵養

を目指した教育の充実に努めること。

学校における道徳教育は，特別の教科であ

る道徳（以下「道徳科」という。）を要と

して学校の教育活動全体を通じて行うもの

であり，道徳科はもとより，各教科，総合

的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの

特質に応じて，生徒の発達の段階を考慮し

て，適切な指導を行うこと。」

　また，その目標記述のあとの部分では，やや

長々とではあるが，内容的なものを含めて，

　 「道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重

の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学

校，その他社会における具体的な生活の中

に生かし，豊かな心をもち，伝統と文化を

尊重し，それらを育んできた我が国と郷土

を愛し，個性豊かな文化の創造を図るとと

もに，平和で民主的な国家及び社会の形成

者として，公共の精神を尊び，社会及び国

家の発展に努め，他国を尊重し，国際社会

の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を

拓く主体性のある日本人の育成に資するこ

ととなるよう特に留意すること。」

　ここには，教育基本法及び学校教育法に示さ

れた教育目標のほとんど全てが，そのまま引用

されているかのように書かれており，いかに国

として力を入れているかが知られる。逆に言え

ば，こちらに教育基本法の目的である「人格の

完成」という「全体的な人間形成」が書かれ，

この（２）の前の（１）のところに，分量の上でも

その３分の１ほどで，学力形成が要約的に書か

れているので，こちらは 初に挙げられてはい

るが，「部分的なもの」として扱われているか

のように見える。それならば，むしろそう明記

して欲しいと思うが，あいまいなままである。

　現行の移行措置中の学習指導要領の「総則」

での「道徳教育」の扱いは，そのような対比が

ないためか，「道徳教育の目標」の明記もなく，

分量的にはあまり違わない「留意点」としての

性格が強い。そのように考えると，次期学習指

導要領は，学校の教育活動全体としての「主体

的・対話的で深い学び」の実現に向けて，その

授業改善の枠の中に「道徳教育」も位置づける

とともに，その「目標」と「留意点」をともに

明記していることは，これまで以上に力を入れ

たものと解される。

　これは，新たに「特別の教科」という性質を

もつものとして導入したからであろうが，で

は，どのような意味で「特別の」教科なのか。

この点はかなり議論されたが，以下のような理

由であるとされている。「教科」というものは

教育課程行政上，次のような要件を満たしたも

のであるという。これらは学問的・理論的な検

討を経たものではない。（7）

　　①　専門の免許を有する教員が教えるもの

　　②　検定教科書を使用するもの

　　③　数値による評価（評定）を行うもの

　この要件のうち，「道徳科」は②のみしか満

たしていないので，「特別の」教科と呼んだと

いうである。①は教科担任でなく，学級担任が

担当し，③は数値によらず，質的な文章評価を

行う，というのである。

　しかし，筆者は「生活科」が導入されたとき，

この３つの要件のうち，当初は①②とも満たし

ていなかったのに，「特別の」教科とは言われ

なかったことに気づいた。なぜだったのかを考

えると，「生活科」の場合，社会科や理科，さ
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らには道徳教育までを含む総合的で，経験的な

教科として構想されたもので，あらかじめ従来

の元の教科が存在したことが大きかったという

ことである。③については，たとえ経験主義的

な活動が中心であったとしても，「数値で評価

する」ことが求められたので，「教科」として

の性格は疑われなかったのだと言ってよい。

　けれども，「特別の」という一句が付された

ことについては，一抹の不安を抱く。それは「特

別の価値をもつ」という意味に解され得るので，

歴史的起源としてはそうでない理由だったとし

ても，少し時間が経つと，誰かから「特別に重

要な教科」だという意味も持たせられるとして，

戦前の「修身科」のような「筆頭教科」として，

教育課程全体を支配する価値のあるもの，と特

別視される可能性がはらまれていると危惧して

いる。もちろん，それだけで問題にするわけで

はなく，その動きを国家主義的な政治傾向をも

つ人たちが示す可能性が高いことを危惧するの

である。この種の人たちは，「教育の政治的中

立性」を軽視ないし無視してきており，「未来

の主権者」としての子供の「未来決定の自由」

＝「自立」を保障しようとしない傾向が強いか

らである。その「教化＝押し付け」的傾向は左

翼的な思想の政治家にもあるので，そのどちら

の側からの動きにも十分警戒しなければならな

い。

（２）内容：「道徳科」において扱う「内容」

としては，次の４視点・２２項目の徳目が「内

容項目」として挙げられている。

　Ａ　主として自分自身に関すること：（５項

　　目）

　 「自主，自律，自由と責任」「節度，節制」「向

上心，個性の伸長」「希望と勇気，克己と

強い意志」「真理の探究，創造」

　Ｂ　主として人との関わりに関すること：（４

　　項目）

　 「思いやり，感謝」「礼儀」「友情，信頼」「相

互理解，寛容」

　Ｃ　主として集団や社会との関わりに関する

　　こと：（９項目）

　 「遵法精神，公徳心」「公正，公平，社会正義」

「社会参画，公共の精神」「勤労」「家族愛，

家庭生活の充実」「よりよい学校生活，集

団生活の充実」「郷土の伝統と文化の尊重，

郷土を愛する態度」「我国の伝統と文化の

尊重，国を愛する態度」「国際理解，国際

貢献」

　Ｄ　主として生命や自然，崇高なものとの関

　　わりに関すること：（４項目）

　 「生命の尊さ」「自然愛護」「感動，畏敬の念」

「よりよく生きる喜び」

　以上の領域と項目は，移行措置の現在のもの

と全く同じであるが，それ以前の領域構成・項

目数と比べると，ＣとＤとの順序が入れ替わ

り，項目数も２３項目から２２項目に減ってい

る。しかし，この程度の項目数減少では，大き

な意味があるとは言えない上，「徳目主義」の

傾向は払拭できないであろう。どの徳目も並列

的で，重点や核になるものは決められておら

ず，道徳教育のもつ問題点が，「道徳科」の導

入によって改善される保証はほとんどない。む

しろ，「教科」として他の教科と同じ性格をも

たされながら，教科書を使い，考え議論するも

のだとされているので，これまで以上に「知的

理解」にとどまり，「正解」はなく，価値は相

対的なものだとする「価値（文化）相対主義」

に陥って，絶対的な価値はないというレベルに

とどまる危険さえある。これでは，必ずまたど

こからか，批判の声が出てくるであろう。それ

を防ぐには，価値そのものとその言動上の現れ

との次元分けが必要であろう。

（３）指導計画の作成と内容の取扱い：まず，

冒頭に挙げられているものを引用しておこ

う。そのあとは，その敷衍ないし補足の文章

であると言ってよい。 後の方の３つの指導

上の工夫点などは，大いに参考にすべきであ

る。

　 「各学校においては，道徳教育の全体計画に

基づき，各教科，総合的な学習の時間及び



─ 13 ─

学校における今後の道徳教育の在り方

特別活動との関連を考慮しながら，道徳科

の年間指導計画を作成するものとする。な

お，作成に当たっては，第２に示す内容項

目について，各学年において全て取り上げ

ることとする。その際，生徒や学校の実態

に応じ，３学年間を見通した重点的な指導

や内容項目間の関連を密にした指導，一つ

の内容項目を複数の時間で扱う指導を取り

入れるなどの工夫を行うものとする。」

　また「指導」の配慮事項として，２の（１）

に次のように述べている。

　 「学級担任の教師が行うことを原則とする

が，校長や教頭などの参加，他の教師との

協力的な指導などについて工夫し，道徳教

育推進教師を中心とした指導体制を充実す

ること。」

　以上のような全体的な「道徳科」と道徳教育

の内容を見て，それがどれほど現在の「道徳の

時間」の授業と違ってくるのか，外見上は変

わったとしても，効果の上ではどう変わるの

か，あまり明確なものが出てくるとは思われな

い。結局，教科書を使って，徳目を教えるだけ

の「知育」に終わり，「徳育」にまで達するの

かという意味で，現在までの道徳教育の成果と

ほとんど変わらないのではないかと危惧する。

では，今後そのような課題をどう克服したらよ

いのか，その方向性を探っておきたい。

３　「道徳科」の課題と今後の方向性

（１）「道徳科」と道徳教育のねらい
　道徳教育の目標については，先述のように

「総則」に次のように規定された。

　 「道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に

定められた教育の根本精神に基づき，自己

の生き方を考え，主体的な判断の下に行動

し，自立した人間として他者と共によりよ

く生きるための基盤となる道徳性を養うこ

とを目標とすること。」

　このことを，「道徳科」の目標との「統一化」

の観点から評価する人もいるが，「道徳性を養

うこと」といった抽象的な目標規定では，特段

に評価すべきことではなく，現行でもすでに言

われていることである。ここで，「公教育学校

における道徳教育」だから「教育基本法及び学

校教育法に定められた教育の根本精神に基づ

く」ことがうたわれているが，この種の学校以

外の場所では，必ずしもこの規定に従う必要は

ない。あくまでも，「公教育学校」においては，

「自己の生き方を考え，主体的な判断の下に行

動し，自立した人間として他者と共によりよく

生きるための基盤」と位置づけるのであり，そ

れ以外ではこの位置づけに従う必要はない。こ

の点は明確に認識しておく必要がある。

　その上で「道徳科」の目標は，

　 「第１章総則の第１の２に示す道徳教育の目

標に基づき，よりよく生きるための基礎と

なる道徳性を養うため，道徳的価値につい

ての理解を基に，自己を見つめ，物事を広

い視野から多面的・多角的に考え，人間と

しての生き方についての考えを深める学習

を通して，道徳的な判断力，心情，実践意

欲と態度を育てる」

　この目標規定は，中教審答申で示された「資

質・能力の三つの柱」に対応して，「道徳的価

値についての理解」「多面的・多角的に考え，

…生き方についての考えを深める（こと）」「判

断力・心情・実践意欲と態度」の三つを挙げて

いる。「道徳科」の育てる「資質・能力」がこ

のような他の教科と同様の構造化で済むとは思

われないが，形式上の統一をめざしたのであろ

う。一体， 後の部分「判断力，心情，実践意

欲と態度」などはどう育て，どう評価するのだ

ろうか。これらと似たものが，すでに「道徳の

時間」にも目標とされていたので，あまり大き

な変更は認められないのである。「教科」となり，

「教科書」を使い，質的評価を行うということ

で，それが可能になるのだろうか。

　確かに，「多面的・多角的に考え，議論を通

して人間としての生き方を深める学習」が目指
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されるかもしれないが，結果的には多面的に考

えを深めた結果，絶対的に正しいと言える判断

は存在せず，知的に論じ詰めたら，何が正しい

のか分からなくなった…」といった授業になる

可能性は高い。それでは到底「実践意欲や態度」

の形成には至らないであろう。

　この問題点は，現在の段階でも指摘されてい

る課題として，非常に扱うのに困難なものであ

る。なぜなら，世界的に問題となっている，一

種の「文化相対主義・価値相対主義」に関わる

問題だからでもある。一部は妥当するとしても，

全てをこの相対主義で考えようとすれば，道徳

的な問題は暗礁に乗り上げよう。「教育」の場

どころではなく，現代社会の日常の世界的な課

題である。「議論して考えを深めるだけでは済

まない」のが，この道徳や倫理の世界だからで

ある。やはり道徳の世界では，絶対に駄目なも

のは駄目，と言い切る部分があること，しかし，

言い切れない部分もあること，その両方を経験

させることが望ましい。ただ「考え，議論させ

ればよい」のではないことを，教員がしっかり

認識しておかねばならない。

（２）「道徳科」の課題
　　①　「道徳科」の授業のあり方

　では，新しい「道徳科」の授業はどのような

ものが望ましいとされているのだろうか。

　一言でいえば，それは「道徳科」の授業も，

他の教科と同じく，「主体的・対話的で深い学

習」になるよう，子供たちの能動的な取組み，

いわゆる「アクティブ・ラーニング」が見られ

る授業でなければならない，と考えられてい

る。

　例えば，道徳教育に熱心に取り組んできた優

れた実践家の一人で，「アクティブ」な道徳授

業をつくろう，として訴えている根岸久明氏

（元公立中学校長）の声を挙げてみよう。

　 「アクティブラーニング（主体的・協働的学習）

　新しい言葉のように思えるが道徳の時間

においても従来から行われている。特に道

徳では子どもたちが主体的に思考しなけれ

ば，道徳の時間は成立しない。資料を通し

て批判的思考力を持ちながら，道徳的な問

題解決的な授業が行われているはずであ

る。そういった考え方で道徳の時間を作っ

ていく必要があるが，アクティブラーニン

グ（主体的・協働的学習）だけが一人歩き

して，道徳の時間に調べ学習的な発想か

ら，知識だけでアクションしようとするこ

とは意味がないし，道徳の授業とはいえな

い。

　学校で行われる道徳の授業の意味とは，

意義とは，自分の価値観と他の価値観がぶ

つかり合い，どう感じるか？どう思うか？

何が問題なのか？どうしたら変わるの？ど

うしたら・・・をみんなで考えたり，話し

たりすることにある。」（8）

　これによって見ると，根岸氏の実践経験から

すれば，次期学習指導要領で言われている「主

体的・対話的で深い学び」を生み出す「アクティ

ブ・ラーニング」も，従来の「道徳の時間」の

授業で実現してきたものであり，何ら新しいも

のではないといえる。実際，同氏の授業を受け

た子供たちへのアンケートでも，次のような子

どもたちの反応が見られるという。（9）

・道徳の時間は頭よりも心を使って考える

・みんなで話し合って学んでいく

・一つのことを深く考える

・発言で正解を求められない

・日々の出来事などでどう思うか，どう判断

すべきかを考える
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　これを見ると，この根岸氏の「道徳の時間」

の授業は，すでに「道徳科」の授業を先取りし

ていて，子どもたちはこの時間の学習で，次期

学習指導要領の目指している新しい授業を十分

経験しており，わざわざ「道徳科」という「教

科」にしなくても，その目指すところを実現す

ることが可能であることを示している。

　もちろん，これは優れた実践家の授業であ

り，誰もが実践可能だとは言えない。しかし，

これによって，こういう授業にするには「教科」

にしなければならない，という理由が薄弱だと

いうことは明らかである。一つだけ言えること

は，「配当授業時数」が週1時間では，とても

成果を上げることは難しいということである。

したがって，何らかの形で，時数を補うことが

望まれるが容易ではない。では「教科化」につ

いて，どう考えたらよいのだろうか。

　この意味では，次に述べる教科書の意義につ

いての吟味も加えて考えねばならない。

　　②　「道徳科」の教科書教材

　中学校は平成31年度から検定教科書を使っ

た「道徳科」を開始することになっているが，

小学校の教科書は平成29年の検定を経て，30年

度から使用される。その検定の結果が5月に公

表され，一部の検定教科書調査官の意見が話題

になった。例えば，教材中の「パン屋」を「和

菓子屋」に変えさせたり，「おじさん」を「お

じいさん」に変えさせたりして，日本の伝統文

化を重視するためとか，老人への思いやりを重

視するためとか，というのが理由だったとい

う。（10）しかし，こういうことは，その教材の全

体の文脈との関係を重視すべきであり，どんな

教材にもこのような観点を入れねばならないと

したら，まさに画一的な思考を育てるだけに終

わり，多様で，多面的な思考や議論ができるは

ずがない。

　それ以上に問題なのは，森友学園問題で話題

になったが，昭和23年に失効したはずの「教

育勅語」を「教材」として使ってもよい，その

理由は，その中に書かれている徳目は普遍的な

ものだから，という安倍内閣の閣議決定や松野

文部科学大臣の発言である。「憲法の趣旨に反

しない限り」との条件つきだが，現政権の安倍

首相を始めとして，閣僚の中には「教育勅語」

の中身を積極的に評価する者がかなりいて，で

きるだけ使うべきだとの意向があることは疑え

ない。（11）「教育勅語」を歴史的文書として扱う

ことは構わないけれども，子どもの徳育に使う

べきだというのは，昭和23年の失効扱いを無

視ないし取り消すことであり，現状ではそのよ

うな政治的扱いは許されない。仮にその中身の

徳目が普遍的だとしても，それは教育勅語だか

らではなく，儒教という世界的な思想から来た

ものだからである。なぜ「儒教」へ戻さず「勅

語」に戻すのか。これは政治的な誘導であると

いわざるをえない。

　このように，「教科書」教材に限らず，教科

となれば「教材」が必要だということになり，「考

え議論する」教科だとしても，それを「教え込

む」方向に流れる危険性は常にある。一般にそ

れが教科の場合は，その親学問が「教え込み」

を助長するとともに，反面それを防ぐ上でも一

定の役割を果たしうるが，「道徳科」の場合は

そのような親学問がない上に，「教え込み」を

助長する方向にだけ流れやすいと言ってよい。

この点はどのように克服するのか。

　「教科書教材」は，とくに「道徳科」では，

あくまでも「思考のための材料」であると考え

るべきであろう。価値観は「自己形成」すべき

ものであり，その際の材料はさまざまあってよ

い。その中に「教科書教材」もあってよいが，

終的には個々の子どもが「価値観の自己形成」

を保障されなければならない。その結果として，

価値観の一致や不一致が起きてよいのである。

この両方の場合を認めなければならない。ただ

価値自体はほぼ同じである。

（３）「道徳科」を含む「学校における」道徳
　教育の方向性
　 後に，「学校における」という条件につい

て明確にしておきたい。教科教育も道徳教育の
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ような教科外教育も，「学校における」という

側面をもっと自覚すべきである。現在では，「教

育」のあらゆる面を「学校教育」に求める社会

的風潮が強いが，では何もかも「学校教育」で

十分に行えるのだろうか。誰もそれを保証でき

ないのに，一般社会も政府も「学校」に何もか

も求めてくる。その際，一番問題なのは「完全

な道徳教育」を「学校」に求めてくるというこ

とである。それは，保護者や一般社会の「逃げ」

であり，自分たちができないから「学校」でよ

ろしく，というのが従来からの無責任な態度だ

ということである。

　筆者らは，「学校で何もかもやれるわけでは

ない。人的・物的・時間的に有限の条件の中で

教育をしているのだから，やれることを限定す

べきだ」と述べてきた。とくに「道徳教育」に

ついては，公教育の中では「公立学校でやれる

こと，学校でこそやらねばならないこと」に限

定すべきだ，と主張してきた。例えば，集団行

動に関すること，公益に関すること，環境問題

などの持続可能性に関すること，さらには中学

校であれば，法教育や市民性の教育などを含め

るようにして，これらの一段次元の高いもの

は，個々の親や保護者に任せるとばらばらにな

るので，学校が一律に行うほうがよい。しかし，

個人的な生き方，大部分のしつけ，思いやり・

愛情などの心情は，個々の家庭や保護者に任せ

るべきものである。

　こういうことを言うと，必ず「でも公私の区

別が難しくてね」と反問される。確かに，どこ

からどこまでが公教育学校で，どこからは家庭

などでの私教育で，というのは一辺に決められ

ない。その家庭・地域や学校の状況が変わった

ら，その線引きを変更するというように，暫定

的に決められるものから始めればよい。これを

しない限り，学校の責任は膨らむばかりであ

り，結果として機能不全に陥るのである。

おわりに

　元来，「道徳教育」は学校だけで終わるもの

ではない。もちろん，家庭だけで完全にできる

ものでもない。そう考えると「学校」に道徳教

育を求める親や保護者は，その他の部分につい

ては自分たちが責任を持つという態度で，学校

側と話し合うべきものである。ところが，「い

じめ問題」「不登校問題」などに関して，保護

者や親は一切無関係であるかのような見方が，

社会一般に，また報道・メディア関係者に根強

く存在する。それをよいことに，政治家がそう

いう世論を利用して「学校たたき」「教員つぶし」

をしたりする。

　今後の「学校における」道徳教育は，はっき

りその限界を社会に告げ，今の教員の勤務条件

では到底無理があるとともに，同時に，子ども

は，「親や保護者」が全てを学校のせいにして，

自分は関係がないかのような態度をとれば，む

しろその姿を見て悲しみ，自分には本当に深い

関心を持ってくれないのか，という思いにとら

われるに違いない。子ども自身が「親や保護者」

に教育を求めている部分があるのである。

　また，「道徳科」が誕生したが，これに何も

かも求めるのではなく，むしろこの教科の役割

は狭く限定させ，その他の学習や評価の場を広

く学校の教育活動全体に求めるべきである。そ

の主な場として，特別活動，教科の授業場面，

放課後の言動などに，もっと注意を向けるべき

である。

　さらに， 重要のこととして，道徳教育は「人

格形成」を意識させ，社会における「信用」や

「誠実さ」，「責任感」や「平等意識」などの，

形成される「学力」の方をどう使うのかという，

「主体」のもつ「人間性」に関わる教育であり，

能力・学力という客体＝道具・手段を何のため

に使うのか，を決める「主体」の形成に関わる

道徳教育の方が，より一層重要なものだという

認識を，一般社会・親・保護者が明確にすべき

である。あらためて，「道徳教育」の重要性を，
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しっかり認識して欲しい。
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